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平成 30 年度船員保険事業年報 正誤表 

 

標記につきまして、一部のデータに誤りがあったため、以下の数値を修正いたします。 
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第８表（続）　　保　　険　　給

（被保険者分）

1000 人当

たり 件数

１件当たり

金 額
1000 人 当
たり 件数

１件当たり
金 額

1000 人 当

た り件数

１件当たり

金 額

1000 人 当

た り 件数

１件当たり

日 数

１件当たり

金 額

１人当たり

金 額

円 円 円 円 円

平 成 20 年 度 2,438.15 7,977 10.83 99,226 3.53 63,324 206.07 32.40 288,747 59,503

平 成 21 年 度 2,502.45 8,413 7.58 86,934 2.82 70,236 207.09 33.26 308,285 64,820

平 成 22 年 度 2,552.14 8,170 0.02 155,920 13.09 93,377 150.36 37.61 334,754 50,696

平 成 23 年 度 2,573.65 8,851 － － 13.09 96,521 124.80 35.86 305,803 38,367

平 成 24 年 度 2,622.99 8,696 － － 9.48 84,508 109.71 35.49 296,304 32,624

平 成 25 年 度 2,651.43 8,951 － － 10.49 60,808 109.83 36.54 309,914 34,162

平 成 26 年 度 2,700.81 8,809 － － 10.17 66,271 112.30 34.86 296,976 33,444

平 成 27 年 度 2,753.13 9,882 － － 10.26 58,972 110.46 36.39 298,929 33,093

平 成 28 年 度 2,810.45 9,231 － － 12.10 48,043 122.77 35.37 308,192 37,945

平 成 29 年 度 2,833.39 9,432 － － 9.83 50,379 115.57 36.07 311,337 36,056

平成 29年４月 231.19 9,648 － － 52.63 65,573 9.99 36.41 319,754 3,198

５月 234.86 9,563 － － 107.59 34,534 9.44 32.45 290,018 2,740

６月 233.96 9,624 － － 36.17 63,321 10.62 35.52 316,027 3,360

７月 225.73 9,417 － － 323.94 47,287 9.72 36.58 326,096 3,181

８月 233.19 10,147 － － 76.66 30,277 9.79 37.00 308,778 3,025

９月 217.94 9,074 － － 35.59 40,116 9.18 37.65 333,876 3,074

10月 231.34 9,904 － － 47,000.00 55,387 8.49 34.99 289,707 2,464

11月 224.45 9,343 － － 3,933.33 55,494 9.93 34.93 297,262 2,957

12月 241.64 9,259 － － 30.01 40,963 8.81 36.79 306,151 2,701

平成 30年１月 262.16 8,714 － － 15.93 56,302 9.91 37.36 312,340 3,107

２月 233.04 8,986 － － 79.06 69,685 8.79 37.67 336,499 2,966

３月 264.81 9,535 － － 382.98 38,346 10.92 35.68 300,757 3,292

平 成 30 年 度 2,858.42 8,952 0 26,848 10.14 42,472 120.40 36.36 312,204 37,652

平成 30年４月 235.67 9,366 0 26,848 47.08 30,415 10.04 33.48 294,833 2,966

５月 240.70 9,227 － － 53.45 35,811 10.21 35.39 301,363 3,079

６月 229.81 8,412 － － 32.75 59,410 10.51 36.11 306,742 3,227

７月 231.55 9,074 － － 326.67 39,900 9.86 37.13 341,744 3,378

８月 237.10 9,500 － － 153.45 43,020 10.09 39.33 345,354 3,496

９月 211.22 9,057 － － 66.51 28,753 8.30 37.16 314,599 2,611

10月 238.10 9,475 － － － 66,093 10.71 37.43 316,461 3,394

11月 229.03 8,648 － － 3,400.00 41,422 9.96 33.86 286,457 2,858

12月 242.22 9,389 － － 32.97 40,393 9.09 37.42 299,905 2,733

平成 31年１月 269.19 8,499 － － 9.80 46,731 10.34 36.92 317,770 3,293

２月 240.42 8,040 － － 96.64 24,145 10.67 36.55 307,893 3,289

３月 254.35 8,769 － － 250.00 44,807 10.64 35.69 313,101 3,332

そ　の　他 計　（平　　均）

高　額　療　養　費 傷　　　　　　病
薬剤支給

入　院
年 度 別

月　　別

被　　　　　　　　　　保　　　　　　　　険　　　　　
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第８表（続）　　保　　険　　給

（被保険者分）

1000 人当
たり 件数

１件当たり
金 額

1000 人 当
たり 件数

１件当たり
金 額

1000 人 当
た り件数

１件当たり
金 額

1000 人 当
た り 件数

１件当たり
日 数

１件当たり
金 額

１人当たり
金 額

円 円 円 円 円

平 成 20 年 度 2,438.15 7,977 10.83 99,226 3.53 63,324 206.07 32.40 288,747 59,503

平 成 21 年 度 2,502.45 8,413 7.58 86,934 2.82 70,236 207.09 33.26 308,285 64,820

平 成 22 年 度 2,552.14 8,170 0.02 155,920 13.09 93,377 150.36 37.61 334,754 50,696

平 成 23 年 度 2,573.65 8,851 － － 13.09 96,521 124.80 35.86 305,803 38,367

平 成 24 年 度 2,622.99 8,696 － － 9.48 84,508 109.71 35.49 296,304 32,624

平 成 25 年 度 2,651.43 8,951 － － 10.49 60,808 109.83 36.54 309,914 34,162

平 成 26 年 度 2,700.81 8,809 － － 10.17 66,271 112.30 34.86 296,976 33,444

平 成 27 年 度 2,753.13 9,882 － － 10.26 58,972 110.46 36.39 298,929 33,093

平 成 28 年 度 2,810.45 9,231 － － 12.10 48,043 122.77 35.37 308,192 37,945

平 成 29 年 度 2,833.39 9,432 － － 9.83 50,379 115.57 36.07 311,337 36,056

平成 29年４月 231.19 9,648 － － 0.98 65,573 9.99 36.41 319,754 3,198
５月 234.86 9,563 － － 0.87 34,534 9.44 32.45 290,018 2,740

６月 233.96 9,624 － － 1.01 63,321 10.62 35.52 316,027 3,360

７月 225.73 9,417 － － 0.79 47,287 9.72 36.58 326,096 3,181
８月 233.19 10,147 － － 0.77 30,277 9.79 37.00 308,778 3,025
９月 217.94 9,074 － － 0.53 40,116 9.18 37.65 333,876 3,074

10月 231.34 9,904 － － 0.80 55,387 8.49 34.99 289,707 2,464

11月 224.45 9,343 － － 1.01 55,494 9.93 34.93 297,262 2,957
12月 241.64 9,259 － － 0.64 40,963 8.81 36.79 306,151 2,701

平成 30年１月 262.16 8,714 － － － 56,302 9.91 37.36 312,340 3,107
２月 233.04 8,986 － － 0.64 69,685 8.79 37.67 336,499 2,966

３月 264.81 9,535 － － 0.94 38,346 10.92 35.68 300,757 3,292

平 成 30 年 度 2,858.42 8,952 0.02 26,848 10.14 42,472 120.40 36.36 312,204 37,652

平成 30年４月 235.67 9,366 0.02 26,848 0.86 30,415 10.04 33.48 294,833 2,966

５月 240.70 9,227 － － 0.41 35,811 10.21 35.39 301,363 3,079

６月 229.81 8,412 － － 0.93 59,410 10.51 36.11 306,742 3,227

７月 231.55 9,074 － － 0.85 39,900 9.86 37.13 341,744 3,378

８月 237.10 9,500 － － 1.52 43,020 10.09 39.33 345,354 3,496

９月 211.22 9,057 － － 0.97 28,753 8.30 37.16 314,599 2,611

10月 238.10 9,475 － － 1.05 66,093 10.71 37.43 316,461 3,394

11月 229.03 8,648 － － 0.87 41,422 9.96 33.86 286,457 2,858

12月 242.22 9,389 － － 0.67 40,393 9.09 37.42 299,905 2,733

平成 31年１月 269.19 8,499 － － 0.54 46,731 10.34 36.92 317,770 3,293

２月 240.42 8,040 － － 0.80 24,145 10.67 36.55 307,893 3,289

３月 254.35 8,769 － － 0.66 44,807 10.64 35.69 313,101 3,332

※平成22年度途中から高額療養費の入院分については、その他分として計上している。（一部を除く）

年 度 別

月　　別

被　　　　　　　　　　保　　　　　　　　険　　　　　

入　院

高　額　療　養　費 傷　　　　　　病
薬剤支給

そ　の　他 計　（平　　均）
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件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

千円 千円 千円 千円

平成18年度 91 403,280 80 291,553 7 64,181 4 47,546

平成19年度 76 305,855 70 224,355 6 81,500 - -

平成20年度 76 293,269 65 178,643 9 99,043 2 15,583

平成21年度 62 260,974 51 169,210 11 91,764 - -

平成22年度 68 235,346 64 195,164 3 22,182 1 18,000

平成23年度 19 106,453 17 76,670 - - 2 29,783

平成24年度 15 94,823 11 54,839 3 23,443 1 16,541

平成25年度 13 113,174 6 29,381 3 43,866 4 39,927

平成26年度 10 83,896 6 29,233 3 49,834 1 4,829

平成27年度 3 7,324 3 7,324 - - - -

平成28年度 3 7,324 3 7,324 - - - -

平成29年度 3 26,384 1 8,712 － － 2 17,672

平成29年４月 － － － － － － － －
５月 － － － － － － － －
６月 － － － － － － － －

７月 － － － － － － － －
８月 2 17,672 － － － － 2 17,672
９月 － － － － － － － －

10月 － － － － － － － －
11月 － － － － － － － －
12月 1 8,712 1 8,712 － － － －

平成30年１月 － － － － － － － －
　　　　２月 － － － － － － － －
　　　　３月 － － － － － － － －

平成30年度 6 55,174 3 10,797 3 44,377 － －

平成30年４月 － － － － － － － －
５月 － － － － － － － －
６月 2 24,102 － － 2 24,102 － －

７月 3 10,797 3 10,797 － － － －
８月 － － － － － － － －
９月 － － － － － － － －

10月 1 20,275 － － 1 20,275 － －
11月 － － － － － － － －
12月 － － － － － － － －

平成31年１月 － － － － － － － －
　　　　２月 － － － － － － － －
　　　　３月 － － － － － － － －

　注1　平成22年1月以降の新法に基づく障害手当金、遺族一時金及びその他の一時金は、平成21年12月以前に発生した職務上の災害による

　　障害及び死亡が支給事由であり、経過措置により、船員保険の職務上給付（労災保険相当分）が労災保険に統合された平成22年1月以

　　降においても、新法の給付基準で全国健康保険協会が支給するものである。[経過的職務上給付]

　注2　「その他の一時金」は、障害差額一時金、障害年金差額一時金、障害前払一時金、遺族年金差額一時金、遺族前払一時金の合計である。

第13表　一 時 金 給 付 決 定 状 況（新 法）

年 度 別
月　　別

合　　計 障害手当金 遺族一時金 その他の一時金
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件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

千円 千円 千円 千円

平 成 18 年 度 91 403,280 80 291,553 7 64,181 4 47,546

平 成 19 年 度 76 305,855 70 224,355 6 81,500 - -

平 成 20 年 度 76 293,269 65 178,643 9 99,043 2 15,583

平 成 21 年 度 62 260,974 51 169,210 11 91,764 - -

平 成 22 年 度 68 235,346 64 195,164 3 22,182 1 18,000

平 成 23 年 度 19 106,453 17 76,670 - - 2 29,783

平 成 24 年 度 15 94,823 11 54,839 3 23,443 1 16,541

平 成 25 年 度 13 113,174 6 29,381 3 43,866 4 39,927

平 成 26 年 度 10 83,896 6 29,233 3 49,834 1 4,829

平 成 27 年 度 3 7,324 3 7,324 - - - -

平 成 28 年 度 1 7,056 1 7,056 － － － －

平 成 29 年 度 3 26,384 1 8,712 － － 2 17,672

平成29年４月 － － － － － － － －
５月　 － － － － － － － －
６月　 － － － － － － － －

７月　 － － － － － － － －
８月　 2 17,672 － － － － 2 17,672
９月　 － － － － － － － －

10月　 － － － － － － － －
11月　 － － － － － － － －
12月　 1 8,712 1 8,712 － － － －

平成30年１月 － － － － － － － －
　　　　２月 － － － － － － － －
　　　　３月 － － － － － － － －

平 成 30 年 度 6 55,174 3 10,797 3 44,377 － －

平成30年４月 － － － － － － － －
５月　 － － － － － － － －
６月　 2 24,102 － － 2 24,102 － －

７月　 3 10,797 3 10,797 － － － －
８月　 － － － － － － － －
９月　 － － － － － － － －

10月　 1 20,275 － － 1 20,275 － －
11月　 － － － － － － － －
12月　 － － － － － － － －

平成31年１月 － － － － － － － －
　　　　２月 － － － － － － － －
　　　　３月 － － － － － － － －

　注1　平成22年1月以降の新法に基づく障害手当金、遺族一時金及びその他の一時金は、平成21年12月以前に発生した職務上の災害による

　　障害及び死亡が支給事由であり、経過措置により、船員保険の職務上給付（労災保険相当分）が労災保険に統合された平成22年1月以

　　降においても、新法の給付基準で全国健康保険協会が支給するものである。[経過的職務上給付]

　注2　「その他の一時金」は、障害差額一時金、障害年金差額一時金、障害前払一時金、遺族年金差額一時金、遺族前払一時金の合計である。

第13表　一 時 金 給 付 決 定 状 況（新 法）

年 度 別
月　　別

合　　計 障害手当金 遺族一時金 その他の一時金
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件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 その他

千円 千円 千円 千円

平成18年度 . . . . . . . .

平成19年度 . . . . . . . .

平成20年度 . . . . . . . .

平成21年度 - - - - - - - -

平成22年度 5 1,664 4 638 1 1,026 - -

平成23年度 17 7,974 11 4,842 6 3,132 - -

平成24年度 29 24,873 26 22,433 2 1,890 1 550

平成25年度 109 50,718 100 38,766 7 4,638 2 7,314

平成26年度 150 73,294 144 65,329 6 7,965 - -

平成27年度 152 76,598 140 65,796 11 7,792 1 3,010

平成28年度 1 7,056 1 7,056 - - - -

平成29年度 99 52,980 93 44,097 6 8,883 － －

平成29年４月 8 5,902 6 1,366 2 4,536 － －
５月 11 3,510 11 3,510 － － － －
６月 8 4,767 8 4,767 － － － －

７月 15 9,459 13 6,840 2 2,619 － －
８月 6 642 6 642 － － － －
９月 7 3,336 7 3,336 － － － －

10月 9 6,734 9 6,734 － － － －
11月 10 3,791 9 2,927 1 864 － －
12月 5 1,474 5 1,474 － － － －

平成30年１月 5 3,569 5 3,569 － － － －
　　　　２月 7 5,891 6 5,027 1 864 － －
　　　　３月 8 3,902 8 3,902 － － － －

平成30年度 88 46,369 85 44,332 1 1,431 2 606

平成30年４月 5 3,026 5 3,026 － － － －
５月 12 8,900 11 7,469 1 1,431 － －
６月 9 3,103 9 3,103 － － － －

７月 8 3,363 8 3,363 － － － －
８月 9 3,193 8 2,858 － － 1 335
９月 2 2,267 2 2,267 － － － －

10月 7 3,279 6 3,009 － － 1 270
11月 7 3,721 7 3,721 － － － －
12月 12 8,295 12 8,295 － － － －

平成31年１月 7 2,958 7 2,958 － － － －
　　　　２月 4 1,342 4 1,342 － － － －
　　　　３月 6 2,918 6 2,918 － － － －

　注1　新々法に基づく障害手当金、遺族一時金及びその他の一時金は、平成22年1月以降に発生した職務上の災害による障害及び死亡につ

　　いて、労災保険の上乗せとして支給するものである。[職務上上乗せ給付]

　注2　「その他の一時金」は、障害差額一時金、障害年金差額一時金、障害前払一時金、遺族年金差額一時金、遺族前払一時金の合計である。

遺族一時金 その他の一時金

第13表（続）　一 時 金 給 付 決 定 状 況（新々法）

年 度 別
月　　別

合　　計 障害手当金
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件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 その他

千円 千円 千円 千円

平 成 18 年 度 . . . . . . . .

平 成 19 年 度 . . . . . . . .

平 成 20 年 度 . . . . . . . .

平 成 21 年 度 - - - - - - - -

平 成 22 年 度 5 1,664 4 638 1 1,026 - -

平 成 23 年 度 17 7,974 11 4,842 6 3,132 - -

平 成 24 年 度 29 24,873 26 22,433 2 1,890 1 550

平 成 25 年 度 109 50,718 100 38,766 7 4,638 2 7,314

平 成 26 年 度 150 73,294 144 65,329 6 7,965 - -

平 成 27 年 度 152 76,598 140 65,796 11 7,792 1 3,010

平 成 28 年 度 103 51,393 98 46,506 4 3,240 1 1,647

平 成 29 年 度 99 52,980 93 44,097 6 8,883 － －

平成29年４月 8 5,902 6 1,366 2 4,536 － －
５月　 11 3,510 11 3,510 － － － －
６月　 8 4,767 8 4,767 － － － －

７月　 15 9,459 13 6,840 2 2,619 － －
８月　 6 642 6 642 － － － －
９月　 7 3,336 7 3,336 － － － －

10月　 9 6,734 9 6,734 － － － －
11月　 10 3,791 9 2,927 1 864 － －
12月　 5 1,474 5 1,474 － － － －

平成30年１月 5 3,569 5 3,569 － － － －
　　　　２月 7 5,891 6 5,027 1 864 － －
　　　　３月 8 3,902 8 3,902 － － － －

平 成 30 年 度 88 46,369 85 44,332 1 1,431 2 606

平成30年４月 5 3,026 5 3,026 － － － －
５月　 12 8,900 11 7,469 1 1,431 － －
６月　 9 3,103 9 3,103 － － － －

７月　 8 3,363 8 3,363 － － － －
８月　 9 3,193 8 2,858 － － 1 335
９月　 2 2,267 2 2,267 － － － －

10月　 7 3,279 6 3,009 － － 1 270
11月　 7 3,721 7 3,721 － － － －
12月　 12 8,295 12 8,295 － － － －

平成31年１月 7 2,958 7 2,958 － － － －
　　　　２月 4 1,342 4 1,342 － － － －
　　　　３月 6 2,918 6 2,918 － － － －

　注1　新々法に基づく障害手当金、遺族一時金及びその他の一時金は、平成22年1月以降に発生した職務上の災害による障害及び死亡につ

　　いて、労災保険の上乗せとして支給するものである。[職務上上乗せ給付]

　注2　「その他の一時金」は、障害差額一時金、障害年金差額一時金、障害前払一時金、遺族年金差額一時金、遺族前払一時金の合計である。

遺族一時金 その他の一時金

第13表（続）　一 時 金 給 付 決 定 状 況（新々法）

年 度 別

月　　別

合　　計 障害手当金
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第16表　　　福　　祉

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

千円 千円 千円 千円

平 成 22 年 度 - - - - - - . .

平 成 23 年 度 - - - - - - . .

平 成 24 年 度 688 210,788 602 92,722 - - 15 3,086

平 成 25 年 度 657 203,926 487 79,388 2 932 54 4,928

平 成 26 年 度 775 198,476 473 72,997 2 494 94 36,275

平 成 27 年 度 893 198,185 583 101,158 1 293 75 26,613

平 成 28 年 度 609 139,787 539 92,409 2 789 26 17,484

平成28年４月 38 7,440 36 4,941 - - 1 2,139
５月　 55 7,477 52 6,244 - - 1 135
６月　 60 11,517 57 10,935 - - 1 418

７月　 72 42,767 55 33,887 1 376 8 6,177
８月　 75 7,937 70 6,596 - - 3 1,032
９月　 45 4,338 44 3,858 - - - -

10月　 42 4,281 37 3,790 - - 2 117
11月　 43 5,788 35 4,546 - - 1 112
12月　 42 10,520 31 2,560 - - 6 5,662

平成29年１月 46 8,848 40 4,740 - - 2 1,528
　　　　２月 38 15,335 35 3,446 1 413 - -
　　　　３月 53 13,539 47 6,868 - - 1 164

平 成 29 年 度 610 174,923 517 66,105 2 1,141 25 15,301

平成28年４月 56 25,996 47 6,948 － － 1 155
５月　 62 9,461 55 6,176 1 824 3 1,537
６月　 50 7,173 49 6,662 － － 1 511

７月　 50 25,975 32 2,915 － － 4 2,184
８月　 48 18,409 40 5,214 － － 2 1,560
９月　 50 10,581 41 5,005 － － 3 416

10月　 44 13,850 41 7,395 － － － －
11月　 44 12,984 36 4,719 － － 2 5,499
12月　 51 24,916 40 7,415 － － 3 1,777

平成29年１月 47 5,867 42 3,871 1 317 1 194
　　　　２月 49 8,407 43 5,267 － － 2 876
　　　　３月 59 11,304 51 4,517 － － 3 590

平 成 30 年 度 579 115,174 526 56,670 2 470 17 12,465

平成30年４月 39 6,475 35 5,481 1 198 1 200
５月　 57 15,918 50 5,815 － － 4 4,101
６月　 55 9,316 52 5,868 － － 1 83

７月　 51 10,850 47 7,196 1 272 1 98
８月　 64 17,108 56 6,420 － － 2 218
９月　 20 8,420 18 2,130 － － － －

10月　 38 8,010 32 3,995 － － 2 1,388
11月　 63 10,268 59 5,350 － － － －
12月　 44 7,415 38 2,807 － － 4 3,102

平成31年１月 43 7,193 39 2,968 － － 2 3,274
　　　　２月 51 3,934 50 3,780 － － － －
　　　　３月 54 10,268 50 4,858 － － － －

年 度 別
月　　別

特　　　　　　　別　　　　　　支　　　　　　　

合　　計 休業特別支給金 予後特別支給金 障害特別支給金
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第16表　　　福　　祉

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

千円 千円 千円 千円

平 成 22 年 度 - - - - - - . .

平 成 23 年 度 - - - - - - . .

平 成 24 年 度 688 210,788 602 92,722 - - 15 3,086

平 成 25 年 度 657 203,926 487 79,388 2 932 54 4,928

平 成 26 年 度 775 198,476 473 72,997 2 494 94 36,275

平 成 27 年 度 893 198,185 583 101,158 1 293 75 26,613

平 成 28 年 度 861 158,359 539 92,409 2 789 79 23,207

平成28年４月 79 10,496 36 4,941 - - 9 2,996
５月　 55 7,477 52 6,244 - - 1 135
６月　 101 14,491 57 10,935 - - 9 1,275

７月　 72 42,767 55 33,887 1 376 8 6,177
８月　 117 10,963 70 6,596 - - 12 1,941
９月　 45 4,338 44 3,858 - - - -

10月　 84 7,282 37 3,790 - - 11 1,001
11月　 43 5,788 35 4,546 - - 1 112
12月　 84 13,521 31 2,560 - - 15 6,546

平成29年１月 46 8,849 40 4,740 - - 2 1,528
　　　　２月 82 18,849 35 3,446 1 413 10 1,332
　　　　３月 53 13,539 47 6,868 - - 1 164

平 成 29 年 度 911 202,465 517 66,105 2 1,141 110 26,615

平成28年４月 101 31,111 47 6,948 － － 13 3,152
５月　 62 9,461 55 6,176 1 824 3 1,537
６月　 98 12,206 49 6,662 － － 15 3,045

７月　 50 25,974 32 2,915 － － 4 2,184
８月　 99 22,894 40 5,214 － － 17 3,141
９月　 50 10,580 41 5,005 － － 3 416

10月　 96 18,033 41 7,395 － － 15 1,435
11月　 44 12,983 36 4,719 － － 2 5,499
12月　 103 28,701 40 7,415 － － 18 3,212

平成29年１月 47 5,867 42 3,871 1 317 1 194
　　　　２月 102 13,348 43 5,267 － － 16 2,209
　　　　３月 59 11,304 51 4,517 － － 3 590

平 成 30 年 度 917 142,150 526 56,670 2 470 105 21,927

平成30年４月 93 10,571 35 5,481 1 198 15 1,532
５月　 57 15,918 50 5,815 － － 4 4,101
６月　 109 13,682 52 5,868 － － 15 1,416

７月　 51 10,850 47 7,196 1 272 1 98
８月　 121 21,304 56 6,420 － － 17 1,652
９月　 20 8,420 18 2,130 － － － －

10月　 95 12,992 32 3,995 － － 17 3,539
11月　 63 10,268 59 5,350 － － － －
12月　 102 12,308 38 2,807 － － 19 4708

平成31年１月 43 7,192 39 2,968 － － 2 3,274
　　　　２月 109 8,375 50 3,780 － － 15 1,606
　　　　３月 54 10,268 50 4,858 － － － －

年 度 別
月　　別

特　　　　　　　別　　　　　　支　　　　　　　

合　　計 休業特別支給金 予後特別支給金 障害特別支給金



【誤】 
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事　　　業

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

千円 千円 千円 千円

. . . . . . . .

. . . . . . . .

3 1,204 34 43,388 21 14,545 13 28,843

51 20,424 63 62,254 41 27,220 212 35,034

134 35,573 72 53,137 58 17,505 14 35,633

175 20,415 59 49,706 48 17,514 11 32,192

1 4,653 41 24,451 39 21,930 2 2,521

- - 1 360 1 360 - -
- - 2 1,098 2 1,098 - -
- - 2 164 2 164 - -

- - 8 2,327 8 2,327 - -
- - 2 309 2 309 - -
- - 1 480 1 480 - -

- - 3 374 3 374 - -
- - 7 1,130 7 1,130 - -
- - 5 2,298 5 2,298 - -

- - 4 2,581 3 1,241 1 1,340
- - 2 11,476 2 11,476 - -

1 4,653 4 1,854 3 674 1 1,181

4 12,688 62 79,688 44 27,337 18 52,351

2 8,042 6 10,852 2 3,137 4 7,714
－ － 3 924 3 924 － －
－ － － － － － － －

1 3,767 13 17,108 9 4,179 4 12,929
－ － 6 11,635 6 11,635 － －
－ － 6 5,159 5 1,034 1 4,125

－ － 3 6,456 2 906 1 5,550
1 879 5 1,886 4 965 1 922
－ － 8 15,723 4 808 4 14,915

－ － 3 1,485 3 1,485 － －
－ － 4 2,263 3 291 1 1,972
－ － 5 6,197 3 1,973 2 4,224

－ － 34 45,569 24 20,033 10 25,536

－ － 2 595 2 595 － －
－ － 3 6,002 1 600 2 5,402
－ － 2 3,364 － － 2 3,364

－ － 2 3,284 2 3,284 － －
－ － 6 10,471 4 4,002 2 6,469
－ － 2 6,290 1 394 1 5,896

－ － 4 2,626 3 1,118 1 1,508
－ － 4 4,918 3 2,714 1 2,204
－ － 2 1,506 2 1,506 － －

－ － 2 950 2 950 － －
－ － 1 154 1 154 － －
－ － 4 5,410 3 4,717 1 693

障害 遺族

　　　　　　給　　　　　　　金

遺族特別支給金
経過的特別支給金

計
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事　　　業

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

千円 千円 千円 千円

. . . . . . . .

. . . . . . . .

3 1,204 34 43,388 21 14,545 13 28,843

51 20,424 63 62,254 41 27,220 212 35,034

134 35,573 72 53,137 58 17,505 14 35,633

175 20,415 59 49,706 48 17,514 11 32,192

200 17,503 41 24,451 39 21,930 2 2,521

33 2,199 1 360 1 360 - -
- - 2 1,098 2 1,098 - -

33 2,117 2 164 2 164 - -

- - 8 2,327 8 2,327 - -
33 2,117 2 309 2 309 - -
0 0 1 480 1 480 - -

33 2,117 3 374 3 374 - -
- - 7 1,130 7 1,130 - -

33 2,117 5 2,298 5 2,298 - -

- - 4 2,581 3 1,241 1 1,340
34 2,182 2 11,476 2 11,476 - -
1 4,653 4 1,854 3 674 1 1,181

220 28,916 62 79,688 44 27,337 18 52,351

35 10,159 6 10,852 2 3,137 4 7,714
－ － 3 924 3 924 － －
34 2,499 － － － － － －

1 3,767 13 17,108 9 4,179 4 12,929
36 2,904 6 11,635 6 11,635 － －
－ － 6 5,159 5 1,034 1 4,125

37 2,747 3 6,456 2 906 1 5,550
1 879 5 1,886 4 965 1 922

37 2,351 8 15,723 4 808 4 14,915

－ － 3 1,485 3 1,485 － －
39 3,609 4 2,263 3 291 1 1,972
－ － 5 6,197 3 1,973 2 4,224

250 17,514 34 45,569 24 20,033 10 25,536

40 2,765 2 595 2 595 － －
－ － 3 6,002 1 600 2 5,402
40 3,034 2 3,364 － － 2 3,364

－ － 2 3,284 2 3,284 － －
42 2,761 6 10,471 4 4,002 2 6,469
－ － 2 6,290 1 394 1 5,896

42 2,832 4 2,626 3 1,118 1 1,508
－ － 4 4,918 3 2,714 1 2,204
43 3,287 2 1,506 2 1,506 － －

－ － 2 950 2 950 － －
43 2,835 1 154 1 154 － －
－ － 4 5,410 3 4,717 1 693

障害 遺族

　　　　　　給　　　　　　　金

遺族特別支給金
経過的特別支給金

計
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第16表（続）　　　福　　祉

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

千円 千円 千円 千円

平 成 22 年 度 60,748 1,907,329 1,939 221,527 116 157,180 58,693 1,528,623

平 成 23 年 度 57,652 1,654,651 1,002 125,870 43 70,060 56,607 1,458,721

平 成 24 年 度 55,317 1,526,307 639 75,621 25 38,460 54,653 1,412,226

平 成 25 年 度 61,545 1,708,507 488 70,174 26 58,550 61,031 1,579,783

平 成 26 年 度 51,089 1,417,364 346 49,620 26 50,610 50,639 1,317,133

平 成 27 年 度 49,242 1,338,029 307 42,256 11 24,980 48,902 1,270,793

平 成 28 年 度 47,256 1,300,782 284 51,721 8 21,650 46,964 1,227,411

平成28年４月 7,976 214,394 25 4,316 1 3,000 7,950 207,078
５月　 49 3,868 26 3,387 - - 23 481
６月　 7,903 208,395 23 2,891 - - 7,880 205,505

７月　 54 6,152 30 5,722 - - 24 430
８月　 7,860 206,457 30 2,087 - - 7,840 204,370
９月　 48 9,886 24 6,374 1 3,000 23 512

10月　 7,793 202,488 20 2,789 - - 7,773 203,693
11月　 52 4,157 23 3,660 - - 29 497
12月　 7,730 212,013 17 2,689 3 6,650 7,710 202,674

平成29年１月 47 9,379 26 5,965 1 3,000 20 415
　　　　２月 7,692 211,434 21 4,037 2 6,000 7,669 201,397
　　　　３月 52 8,108 29 7,750 - - 23 359

平 成 29 年 度 45,140 1,260,670 294 46,990 10 27,650 44,836 1,186,030

平成28年４月 7,609 210,375 25 4,321 2 6,000 7,582 200,053
５月　 49 3,308 24 2,897 － － 25 411
６月　 7,553 204,334 26 3,360 1 3,000 7,526 197,974

７月　 60 8,270 28 4,822 1 3,000 31 448
８月　 7,502 203,791 19 2,466 1 3,000 7,482 198,325
９月　 47 6,570 26 6,126 － － 21 443

10月　 7,433 198,073 23 2,689 － － 7,410 195,384
11月　 56 12,374 24 3,556 2 6,000 30 2,818
12月　 7,400 202,707 22 3,227 2 3,650 7,376 195,830

平成29年１月 42 4,945 26 4,657 － － 16 288
　　　　２月 7,341 197,082 24 3,602 － － 7,317 193,480
　　　　３月 48 8,844 27 5,266 1 3,000 20 578

平 成 30 年 度 43,153 1,218,471 294 46,990 10 27,650 42,849 1,143,832

平成30年４月 7,285 202,258 25 4,321 2 6,000 7,258 191,937
５月　 39 3,180 24 2,897 － － 15 283
６月　 7,237 199,298 26 3,360 1 3,000 7,210 192,938

７月　 51 9,150 28 4,822 1 3,000 22 1,328
８月　 7,162 194,508 19 2,466 1 3,000 7,142 189,042
９月　 53 6,633 26 6,126 － － 27 507

10月　 7,117 194,325 23 2,689 － － 7,094 191,636
11月　 54 10,131 24 3,556 2 6,000 28 575
12月　 7,066 194,566 22 3,227 2 3,650 7,042 187,689

平成31年１月 45 5,820 26 4,657 － － 19 1,163
　　　　２月 6,998 189,823 24 3,602 － － 6,974 186,221
　　　　３月 46 8,781 27 5,266 1 3,000 18 514

合　　計 傷病手当特別支給金 第一種特別支給金 第二種特別支給金
年 度 別

月　　別

特　別　支　給　金　（　経　過　措　置　分　）
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第16表（続）　　　福　　祉

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

千円 千円 千円 千円

平 成 22 年 度 60,748 1,907,329 1,939 221,527 116 157,180 58,693 1,528,623

平 成 23 年 度 57,652 1,654,651 1,002 125,870 43 70,060 56,607 1,458,721

平 成 24 年 度 55,317 1,526,307 639 75,621 25 38,460 54,653 1,412,226

平 成 25 年 度 61,545 1,708,507 488 70,174 26 58,550 61,031 1,579,783

平 成 26 年 度 51,089 1,417,364 346 49,620 26 50,610 50,639 1,317,133

平 成 27 年 度 49,242 1,338,029 307 42,256 11 24,980 48,902 1,270,793

平 成 28 年 度 47,256 1,300,782 284 51,721 8 21,650 46,964 1,227,411

平成28年４月 7,976 214,394 25 4,316 1 3,000 7,950 207,078
５月　 49 3,868 26 3,387 - - 23 481
６月　 7,903 208,395 23 2,891 - - 7,880 205,505

７月　 54 6,152 30 5,722 - - 24 430
８月　 7,860 206,457 30 2,087 - - 7,840 204,370
９月　 48 9,886 24 6,374 1 3,000 23 512

10月　 7,793 202,488 20 2,789 - - 7,773 203,693
11月　 52 4,157 23 3,660 - - 29 497
12月　 7,730 212,013 17 2,689 3 6,650 7,710 202,674

平成29年１月 47 9,379 26 5,965 1 3,000 20 415
　　　　２月 7,692 211,434 21 4,037 2 6,000 7,669 201,397
　　　　３月 52 8,108 29 7,750 - - 23 359

平 成 29 年 度 45,140 1,260,670 294 46,990 10 27,650 44,836 1,186,030

平成28年４月 7,609 210,375 25 4,321 2 6,000 7,582 200,053
５月　 49 3,308 24 2,897 － － 25 411
６月　 7,553 204,334 26 3,360 1 3,000 7,526 197,974

７月　 60 8,270 28 4,822 1 3,000 31 448
８月　 7,502 203,791 19 2,466 1 3,000 7,482 198,325
９月　 47 6,570 26 6,126 － － 21 443

10月　 7,433 198,073 23 2,689 － － 7,410 195,384
11月　 56 12,374 24 3,556 2 6,000 30 2,818
12月　 7,400 202,707 22 3,227 2 3,650 7,376 195,830

平成29年１月 42 4,945 26 4,657 － － 16 288
　　　　２月 7,341 197,082 24 3,602 － － 7,317 193,480
　　　　３月 48 8,844 27 5,266 1 3,000 20 578

平 成 30 年 度 43,136 1,202,784 282 46,952 5 12,000 42,849 1,143,832

平成30年４月 7,282 195,438 24 3,501 0 0 7,258 191,937
５月　 38 2,847 23 2,564 0 0 15 283
６月　 7,234 199,192 22 3,254 2 3,000 7,210 192,938

７月　 47 6,070 25 4,742 0 0 22 1,328
８月　 7,166 196,611 24 7,569 0 0 7,142 189,042
９月　 48 3,583 21 3,076 0 0 27 507

10月　 7,124 202,738 28 5,102 2 6,000 7,094 191,636
11月　 52 3,703 24 3,128 0 0 28 575
12月　 7,066 191,547 24 3,858 0 0 7,042 187,689

平成31年１月 44 8,288 24 4,125 1 3,000 19 1,163
　　　　２月 6,996 189,660 22 3,439 0 0 6,974 186,221
　　　　３月 39 3,108 21 2,594 0 0 18 514

合　　計 傷病手当特別支給金 第一種特別支給金 第二種特別支給金
年 度 別

月　　別

特　別　支　給　金　（　経　過　措　置　分　）


